
医療法人　翔友会　さわやか介護支援センター　
利用料金表

※居宅介護支援費については、全額保険給付で、自己負担はありません。
【単位：円】

【基本サービス利用】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
居宅介護支援費　Ⅰ 11,316 14,702
居宅介護支援費　Ⅱ

居宅介護支援費　Ⅲ

【個別加算】

ターミナルケアマネジメント加算

特定事業所加算(Ⅱ）

初回加算

入院時情報連携加算(Ⅰ） 2,605

2,084

1月につき

１回につき

令和06年04月01日改正

7,335
4,397

5,668
3,396

居宅介護支援費Ⅰ　　　取扱い件数　１件目から４４件目まで

居宅介護支援費Ⅱ　　　取扱い件数４５件から５９件まで                            ※居宅介護支援費Ⅱ・Ⅲについては、介護支援専門員一人の担当

居宅介護支援費Ⅲ　　　取扱い件数６０件以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件数が４５件を超えた場合に適用します。

末期の悪性腫瘍で利用者様が在宅で死亡した場合

4,689～9,378

入院時情報連携加算(Ⅱ）

退院・退所加算

1月につき

4,168

4,386

１月につき

１月につき

1回につき

質の高いケアマネジメントを提供し、地域全体のケアマネジメントの

質の向上に寄与している事業所が対象となり、さわやか介護支援セ

ンターでは、令和2年2月より算定

新規に居宅サービス計画を作成する場合

介護支援専門員が入院後当日に、当該病院または診療所の職員に

対して必要な情報提供を行った場合

介護支援専門員が入院後３日以内に、当該病院または診療所の職

員に対して必要な情報提供を行った場合

入院または入所期間中、連携回数やカンファレンスの有無によって

算定

3,126


